
介護サービスの基準について改正省令案が
示され、分科会で了承
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介護給付費分科会

1月15日、武見敬三厚生労働大臣は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改
正する省令」案を社会保障審議会介護給付分科会に諮問し、会は了承しました。改正内容の多くはこれまで示されて
きた通りですが、パブリックコメントを踏まえて一部修正されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html詳細は厚労省HPへ

委
員
か
ら
の
主
な
意
見

管
理
者
の
兼
務
範
囲
の
明
確
化

に
つ
い
て

「
同
一
敷
地
内
に
あ

る
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た

こ
と
で
、
事
業
所
の
管
理
上
支
障

が
な
い
と
自
治
体
が
判
断
す
る
際

の
裁
量
の
余
地
が
大
き
く
な
っ
て

き
て
い
る
。
本
県
は
有
事
の
際
は
、

管
理
者
の
速
や
か
な
出
勤
が
必
要

と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
地
理

的
、
距
離
的
要
因
を
考
慮
し
て
兼

務
を
認
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
判
断
は
自
治
体
ご

と
に
異
な
り
、
事
業
者
の
混
乱
を

生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
国
に
お
い
て

一
定
の
判
断
の
拠
り
所
と
な
る
基

準
を
別
途
、
通
知
等
で
お
示
し
い

た
だ
き
た
い
。

（
全
国
知
事
会

長
崎
県
知
事
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見

で
寄
せ
ら
れ
た
懸
念
が
あ
れ
ば
、

懸
念
自
体
は
受
け
止
め
て
ほ
し
い
。

懸
念
を
払
拭
で
き
る
よ
う
な
通
知

等
や
見
直
し
検
討
を
お
願
し
た
い
。

（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
）

看
護
職
の
立
場
か
ら
新
興
感
染

症
発
生
時
等
の
対
応
に
か
か
る
施

設
事
業
所
内
の
体
制
整
備
、
地
域

内
で
の
連
携
、
入
所
者
・
利
用
者

の
病
状
が
変
化
し
た
場
合
の
体
制

整
備
が
重
要
で
あ
り
、
看
護
職
の

果
た
す
役
割
も
今
後
大
き
く
な
っ

て
く
る
と
考
え
て
い
る
。

現
行
の
加
算
の
対
象
外
で
あ
る

訪
問
看
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
つ

な
が
る
よ
う
な
ご
配
慮
を
お
願
い

し
た
い
。

（
日
本
看
護
協
会
）

改
正
点
に
つ
い
て
今
後
、
周
知

を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
運
営
が
で

き
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

（
全
国
老
人
福
祉
施
設
協
議
会
）

居
宅
介
護
支
援
専
門
員
は
処
遇

改
善
加
算
の
対
象
外
で
あ
る
た
め
、

な
に
と
ぞ
ご
配
慮
を
お
願
い
し
た

い
。

（
日
本
介
護
支
援
専
門
員
協
会
）

今
回
は
、
ト
リ
プ
ル
改
定
と
い

う
こ
と
で
、
医
療
と
介
護
、
障
害

部
門
と
の
連
携
を
よ
り
求
め
ら
れ

た
改
定
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
平
時

か
ら
連
携
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
回
数
を
重
ね
て
用
語
や

感
覚
の
齟
齬
が
な
い
よ
う
に
お
願

い
し
た
い
。

（
日
本
慢
性
期
医
療
協
会
）

今
回
の
改
定
で
は
医
療
と
介
護

の
連
携
に
重
点
的
な
見
直
し
が
行

わ
れ
た
。
介
護
を
必
要
と
す
る
人

は
医
療
ニ
ー
ズ
を
多
く
抱
え
て
お

り
、
急
変
や
救
急
時
に
必
要
な
医

療
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

一
方
で
、
介
護
職
員
の
負
担
が

大
き
く
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い

る
。
委
員
会
開
催
の
義
務
付
け
、

管
理
者
兼
務
要
件
緩
和
な
ど
現
場

が
窮
屈
な
状
況
に
な
ら
な
い
よ
う

配
慮
し
て
ほ
し
い
。

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
やIC

T

導
入
で
効

率
化
、
人
員
削
減
を
可
能
と
し
て

い
る
が
、
専
門
職
の
判
断
優
先
で

は
な
く
、
利
用
者
本
位
で
あ
る
こ

と
を
第
一
に
お
願
い
し
た
い
。

（
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
）

改正する省令
１．訪問系サービス
・訪問リハビリ：医療機関からのリハビリ実施計画書な
どにより利用者のリハビリ情報を把握することを義務化、
老健施設・介護医療院での見直し指定導入。
→パブリックコメットで「リハビリ実施計画書以外でも、
医療リハビリ・介護リハビリの連携・連続性確保の目的
を果たせるものであれば良いのではないか」との指摘か
ら、リハビリ実施計画書「などによる情報把握」を義務
化する修正実施。

２．福祉用具貸与・特定福祉用具販売
・共通：選択制の対象福祉用具提供に係る利用者等への
説明・提案義務
・福祉用具貸与：貸与後のモニタリングの実施時期等の
明確化、モニタリング結果の記録・担当ケアマネジャー
への交付、選択制対象福祉用具を貸与した後の貸与継続
の必要性の検討
・特定福祉用具販売：選択制の対象福祉用具に係る計画
達成状況の確認、販売後のメンテナンス

３．居宅介護支援・介護予防支援
・公正中立性の確保のための取り組みの見直し
・指定居宅サービス事業者等との連携によるオンライン
モニタリングを可能に
・ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数の見直し
・介護予防支援の円滑な実施→明確化

４．施設系サービス
・共通：ユニットケアの質の向上のための体制確保、
「3年間」の経過措置を置いて、協力医療機関との連携
体制の構築、医療機関と連携した新興感染対策
→審議報告に揃えて経過措置期間を「3年間」と明確化
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、小規模介
護老人福祉施設の配置基準の緩和
緊急時対応方法の定期的な見直しの義務付け

５．全サービス共通事項
・重要事項の「書面掲示」について、1年間の経過措置
を置いたうえで「ウェブサイト掲載」を義務付ける
・管理者の兼務範囲の明確化
・身体的拘束等の適正化の推進
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